
I S O と 防 炎 行 政

― ISO/TC38/SC19(繊 維製品の燃焼挙動)

のWG3及 びWG4に 参加 して一

消 防 庁 予 防 救 急 課
・
課 長 補 佐  /」ヽ  移 卜  求 や  

一

S l . は じめに

昨年11月10～12日, ロンドンで開催された繊維

製品の燃焼に関するISOの 会議に出席する機会

を与えられましたので, ISOを とりまく最近の

情勢を織り混ぜて,会 議の内容を説明したいと8

います。

ISOと いう言葉は, 繊 維関連の業界の方々

には特に耳新しい言葉 で もない で しょうが,

Internationa1 0rganization for Standardization

の頭文字をとったもので, 日本語では 「国際標準

化機構」という名称を用います。

そして, ISOの 目的は,「 物資およびサービ

スの国際交換を容易にし,知 的,科 学的,技 術的

わよび経済活動分野において,国 際間の協力を助

長するために世界的に規格の審議制定の促進を図

ること」としています。

各種の規格を国際的に標準化しようとする動き

は古くからありますが, ISOが 正式に発足した

のは1947年です。 ISOの 会員となる団体は各国

における標準化の最も代表的な機関 とされてお

り,各 国から1団体のみ会員資格を認められるこ

とになっています。日本は 「日本工業調査会Jかく

加入しており, 日本の代表恋日となっています。

このことからもわかるように, Isoの 性格は非

政府機関ということです。

一方,ガ ット(CATT)は ,新 聞の政経面でご

存知の通り, General Agreement On Tahffs
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and Tradeの 略称で 「関税と貿易に関する一舟受0

協定」のことです。しかし,本 稿で述べますガッ

トの技術協定は,前 述の一般協定ではなく,「 貿

易の技術的障害に関する協定Jを 指しており,以

下本稿では 「技術協定」と呼びます。

さて,技 術協定の精神は,そ の前文でもうたわ

れているとおり,国 際規格および国際認証制度を

発展させることによって,生 産の効率化を図り,

国際貿易の運営を容易ならしめるこ とにありま

す。わが国は第91回国会でこの技術協定を承認し

たことにより,正 式調印したことになります。(昭

和55年5月23日付,官 報号外第28号,71頁参照)

また,技 術協定で述べている 「国際規格」を制

定することを目的に活動しているのが ISOで す

から,技 術協定とIS Oと は関係力【あり, さら1こ

国際規格は国内規格 (防炎制度を合む)と も関連

しますので,わ が国が正式調印した こ とに よっ

て, ISO～ 技術協定～防炎制度の 3者 が,新 し

い局面を迎えたことになります。昨秋のロンドン

での ISOの 会議に,消 防庁が担当官である筆者

を正式代表として,ま た(財)日本防炎協会が寺崎

企画部長をオブザーバーとして,そ れぞれ派遣す

ることにした背景もこの点にあるわけです。

S2 技術協定 とISOについて

(D 国際規格と国内規格

詳細は官報をみていただくとして,こ こでは防

０
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炎制度に直接関係することのみ説明することにし

ます。先づ技術協定の第2条第 1項には,「締約回

は,一……規格の適用が国際貿易に不必要な障害を

もたらすことのないようにすることを確保する」

と規定され,ま た同条第2項には,締 約国は,強

制規格または任意規格を必要 とす る場合におい

て,関 連する国際規格が存在するとき, またはそ

の仕上がりが目前であるときは,当 該国際規格ま

たはその関連部分を強制規格または任意規格の基

礎として用いるものとする」という, 規定 が あ

り,さ らに同条第 3項に 「締約国は…… 国際規格

を適当な国際標準化機関が立兵する場合には,能

力の範囲内で十分な役害Jを果たすものとする」と

く♪
漂
盟 ]｀ 景ひ 必要以Jこ 厳い 国ヽ内の強制

規格を設けたといたしますと,こ れはA国 へ輸出

しようとする他の諸国にとっては,貿 易上の大き

な障壁となります。立場を変えるとメリットがデ

メリットになることは当然であって,各 国が競っ

て必要以上に厳しい国内規格を定めていく対抗措

置がエスカレートしてまいりますと,ガ ットの貿

易拡大の取り決めに逆行することになります。こ

うした障害を防ぐために,各 国が規格を設ける場

合は,国 際規格を基礎として用いること  とヽ`

うのが第 2項の精神であります。

また,第 3項の 「適当な国際標準化機関」と

は, とりもなおさず ISOを 指してお りますの

で, ISOの 場における国際規格制定の審議過程

は要宣な意味をもつ理由がおわかりいただけると

④
酌ヽます。

修)既 存の国内規格はどうなるか

現在のところ,防 炎物品または防炎製品に関連

してISOの 正式規格となったものはありません

が,一 部の試験方法については試案 (ドラフト)

の段階まできているものもあります。仮に ISO

の国際規格が合意されたとしますと,技 術協定と

のからみで,現 行の国内の強制規格および任意規

格はどうなるのか?  という疑間が当然生じる

ことでしょう。国内規格を今後新たに制定すると

きには,国 際規格を基礎として用いることになり

ますが,既 に制定され実施されて ヽヽ る国内規格

は,技 術協定が発効しまた国際規格が合意された

からといって,直 ちに改正しなければならないと

いう義務は技術協定の上からは発生 t たヽしませ

ん。

ただし既にある国内規格が国際貿易に不必要な

障害をもたらすものであるときは改正 を要 しま

す。この点,技 術協定ではどうなっているか申し

ますと,い ずれかの締約国から
《
日本の規格は国

際貿易の円滑な発展を阻害している
"と
いう訴え

があったときには,先 づ日本とその国との間で協

議を重ね,そ れが不調に終わったときには,正 式

の国際紛争になるわけです。そうはいっても,「人

の健康または安全の保護 ……等の理由により」と

いう規定が第 2条第2項にあり, 日本の特殊性を

主張できるときには,例 外措置の余地が協定上残

されています。したがって,防 炎の問題について

も,他 の国にはない日本の特殊性を十分研究して

おくこと,ま たISOで の国際規格の制定にあた

って,日 本の主張を織り込ませることが必要とな

って参りましょう。

技術協定の解説については,た とえば前予防救

急課長中島忠能氏の
(ISO関

連の疑 間に答え
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る
'(近
代消防 :1980年5月号,48貢)力 あ`るの

でlll心ある方は参照されるとよろ しヽヽ と思いま

す。

S3.ISOの 運営について

(D 組 織 と運営

組織としては,総 会,理 事会,専 門委員会 (T

C),分 科委員会 (SC), お よび作業グループ

(WC)に 分かれています。

総会は71ケ国の正規会員によって構成され,原

則として 3年に 1回の割合で開催される最高の決

定機関です。次に,理 事会ですが,18ケ 国の理事

国によって構成され,少 くとも年 1回開催されま

す。この理事会の活動を効果的に行うため,そ の

下に計画委員会など8つの委員会が設けられてい

ます。

その次は専門委員会 (TC)で す 力1 全部で

160の TCが あって,そ れぞれの分野で担当する

物品等の国際規格の作成にあたっています。この

(第 1表 )防 炎制度 と関係す る i S Oの 委 員会

規格化の作業を進めるにあたって,TCは SC,

さらにWGへ と分かれています。

一方,TCの メンバーには, Pメ ンパーと0メ

ンバーの2つがあります。Pは Participa↓ionす

なわち,仕 事を分担するという積極的なメンパー

であって,投 票権を有す ることは勿論でありま

す。0は オブザーバーの略号であって,会 議に出

席することはできますが,投 票権はありません。

像)防 炎に関係するTC

防炎協会の業種 ・製品と関係のあるISOの 委

員会は,第 1表の通りで広い範囲にEっ ているこ

とがわかることと思います。また,第 2表は日本

の恋口官庁と審議団体を示しました。

一方,別 の見方をしますと,繊 維やブラスチッ

クのように多くの分野で使われている材料または

製品の燃焼性といった問題は, 1つの委員会のみ

の判断で,国 際規格を定めることは無理がありま

す。 ISOで はこうした場合に委員会の横の連絡

を密にして規格化を進めるため,CCFT(C∞ rdi‐

nation Committee for Fire Test=火 災 テスト

防 炎 に 関 す る 品 日

対 応 す る I S O の / n 級

専F]委員会 分科委員会 篠 カレ ブ

〔法規椰1 品目〕
o ヵ ― テ ン ・幕 類

o じ ゆ った ん 等

O 工 事 用 シ ー ト

O 展 示 用 合 板 ・繊 F H E 板

T 0  3 8

T 0  3 8

T C  3 8

T C  9 2

S C  1 9

S C  1 9

S 0  1 9

WG 3

WO S

W G  4

〔行政指導品目〕
O 寝 具 類

8 岳子うとレテナント )
O 幕 類

r 1 0  3 8

{ : :  
: :

T C  3 8

S C  1 9

S C  1 9

S 0   2

S C  1 9

WG 3

WG 4

WG 3

〔懸 案 品 目〕
O 寝 衣 ( 委 員 会 で 検 討 中 )

O 家 具 ( 委 員 会 で 検 討 中 )

○ 耐 熱 服 ・防 火 服

○ 強 制 加 熱 下 の ヵ ―テ ン類 の 然 焼

O 防 炎 性 能 の 経 年 変 化

T C  3 8

t l : 1 :告
T C  9 4

T C  3 8

S 0  1 9

S 0  1 9

8 0   1

S C  1 9

W0 2

WG 3

W0 4

W0 3
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第 2 表

T C S C 名 称
参加

地位
担当省庁 審 議 団 体

繊 維 Ｐ
工 業 技 術 院

繊維化学規格課
繊維工業標準研究会

19   繊維及び融維製品の

燃焼状態

P

6 1 プラステ ッタ P 日本ブラスチタクエ業連盟

8 3 体 青及び スポ ーツ用 品 0

2   キ ャンブ用 テ ン ト ″

9 2 窪案材料及び構造の

燃焼試験

1】 工業技術院

材料規格謀

日本建築学会

9 4 人体安全 ―防譲衣及び

装置

O 工業技術院

電気規格課

日本保安用品協会

9  耐 熟,耐 火防註眼 ″

136 家  具 O 工業技術院

材料規格課

日本金属家具工業組合

全国家具工業連合会

1  試験方法 O 〃

連絡調整委員会)を 設けて,各 委員会の専門的立

場からみた意見を尊重 し,ま た同じ実験 ・作業を

重複して行 うことなく,能 率よく行うことにして

おります。実際には,他 のTC・ SC・ WCへ 代

表委員を派遣して,意 見と情報の交換並びに実験

の分担などをしております。

ISOの CCFTに 相当する国内CCFTも 当

然必要となるわけで,建 築関係では既に事務局を

日本建築学会内において体制を整えていると聞い

ております。

特に強調 しておきたいことは, ISOの TC・

SC・ WGの 委員会のどの段階に出席することが

有効であるかということでありますが, それは実

際に規格原兵を作成するWCの 段階が最も大切と

考えます。その理由を述べますと,WGで は各国

の専門家が集って,実 験データをもとに練 りに練

って ISO試 案 (ISO/DP)を まとめ,こ れ

がSCへ 上程されて更にTCへ   と審査 ・承認

の手続 きを経るわけです。したがって,い きなり

SCま たはTCの 段階へ出席してそこで春殻され

る試案が自国にとって都合が思い か ら とヽヽ って
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も, よほどの理論的根拠または自国の特殊事情が

ない限り,試 実の大筋を変更させることは難かし

いと考えられます。しかし,自 国の主張または提

案が多数決で通らない場合でも,WG・ SC・ T

Cの 議事録に自国の主張を記録 しておくことは,

国際紛争が発生したときには重要な意味をもつも

のと思われます。

参考までに,TC21(消 防設備)の 例を中し

ますと,各 WCの 委員会へ消防庁の担当官,業 界

と団体の代表委員がそれぞれ分担して出席して,

日本の主張を,国 際規格に反映させるべ く努力し

ております。

S4.ISOロ ンドン会議の概要

繊維製品の燃焼挙動に関連する ISOの 会議へ

消防庁の担当官が出席したのは初めてのことであ

りますが,以 下に 2つ のWCの 会議の要点につい

て説明します。

これらは1980年11月10～12日, ロンドンのBS

I(英 国規格14j41会)会 議センターで開かれたWG

4と WG3で あり,記号は次を意味しております。
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TC38 …「繊維」の専門委員会。

SC19- 「繊維製造の燃焼挙動」の分科

委員会。

WG 4  「産業資材用繊維およびテン

ト」作業グループ。

WG 3 ……「室内装飾調度品」作業グルー

プ。 (第1表に示す如く,この

WG3の 製品の範囲は広い。)

(D ISO/T C38/S C19/WG4

(産業資材用繊維及びテント)

WG4と しては第 1回の会議で あ りますが,

1979年オース トラリヤのシドニー会議の決議によ

って,キ ャンピングテントをテ
ーマとすることに

なっておりました。

〔各国の研究報告〕

先ずアメリカは,CPAI(キ ャンパス製品国

際協会)の 名称を変更した IFAI(工 業繊維国

際協会)か ら,規 格 CPAI-84が 卒州の基準に

取入れられた経過,お よびCPAI-84が AST

Mで 検討されてASTMの 試案となったものを報

告しておりました。また,CPAI-34の 基準に

適合するテント布地は,実 大実験でも満足すべき

性能であると答介していました。

英国は,Shirley lnstituteで行った, テント

の実大然焼実験の16ミリ映画を紹介し, ISOで

開発中の試案(後述)と類似している英国規格BS

5438はテント布地を評価するために十分であると

報告しておりました。

カナダの報告は,屋 タトで東大実験をしているの

が特徴で,風 速の影響を強調しておりました。

〔結論〕

キャンビングテントの燃焼性試験方法 として

は,規 格案を白紙の状態から着手する必要 もな

く, S C19が開発して ISOの 試案 (ISO/D

P)と なっている,次 の方法に修正を力|えて補完

すればよヽ`とヽ`うことにまとまりました。

①ISO/D P6940 繊維製品の着人の容易さの

測定法 (垂直法)

② lso/D P6941 繊維製品の炎の伝播速度の

測定法 (垂直法)

③ ISO/D P6925 メセナミン錠剤法による力
―ベットの燃焼試験法

- 8 -

英国規格に用いている布張り椅子の検型

キャンピングテントの壁および天丼の布地は,①

と②について,試験体の状態調節および接炎の位

置の項にそれぞれ代案を用いること,ま た床敷物

は,① について,メ セナミンを置く位置に6ミリ

の孔をあける (ASTMの 試案に示されている)

ことなとが盛 り込まれました。

それから,留 意すべ きことは,キ ャンピングテ

チ岩畠拝蓄需群路号:&;管屋雷t密魯言手0
ることとなりました。

〔次期の作業テ…マ〕

産業資材は,布 地としては帆布, グーポリン,

また用途としては,工 事用シート,仮 設テント,

大型テント並びに Air Support Structure など

があります。具体的に何を優先テーマにす るか

は,1982年 春 (ベルリン)の 会議までに各国で十

分検討しておくこととなりました。

修)ISO/T C33/s c19/WG3

(室内装飾調度品 Furnishing)

,

ヽ
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WG3の 会議で今回討論された主たる問題は次

の項目が挙げられます。

☆ 寝具類の燃焼性

☆ 布張り家具の燃焼性

☆ 強制加熱下のカーテン等の燃焼性

〔理具類〕

先づ用語の論議から始 まりました。寝具類

(Beddings)といっても, 国によって習慣が異る

ために,テ ストの対象とする品目がまちまちとい

うことです。日本の 「vS、とん」を使う習慣が判ら

ないということならばともかく,同 じヨーロッパ

の中でも,英 国と北欧の国で異るというのですか

ら,筆 者も驚きました。

議論の結果,結 局用語 (品目)と しては次の図

のように,マ ットレスまたは Bed―Baseの 上に載

ってヽヽるものを Beddingsと称することになりま

した。

次いで,寝 具の単品を扱うのか,複 合体をテス

トするのかなどが論議されました。 ISO会 議の

各委員には予め日本の消防法による防炎物品並び

に行政指導による寝具類の基準を紹介する衛単な

英文資料を配っておきましたので,あ る国から,

「日本の寝具類のテストは,品 目別並びに材料と

完成品別と系統的に分類してよく行われているJ

との発言もありました。

結論を申しますと,1981年 5月中旬までに各国

で独自に検討を行って, 規格案 を事務局へ提出

し,1982年春 (ヘルリン)で 討論しようというこ

とになりました。

なか,寝 具類の審議は始まったばかりであるの

で, 日本案がまとまればイニシアティブを握るこ

とも可能と思われます。

〔布張り家具〕

1979年のシドニー会議以前から,各 国の規格,

技術データなど数多く出されて ヤヽ るテーマです

が,1981年 1月28～30日,T C 136(家真)あ SC

1/WG4会 議がスウェーデン(Goteborg)で開

かれるため,そ こで討論しようということになり

ました。

また,WC3は 決議事項の 1つに,「T C 136が

布張り家具,マ ットレスおよびBed―Baseの燃焼

テスト方法を支持する」としております。

〔強制加熱下 (ImpreSSed Heat)の カーテン等

の燃焼拭験法〕

常温における小さい火源による試験法は,満 足

すべきものがあったわけです力七 強制加熱の条件

での試験については,T C92(建 築材料)に おい

て開発中の2つの技術報告,TR-5657お よびT

R-5658が 紹介されています。

会議の討論の中では,T C92と共同作業をする

ことが有効であるということに一致しました。ま

た,WG3と しては1981年5月中旬までに,各 国

から関連情報を提供することになったわけです。

13)次 回までに提案できる事項

〔WG4関 係〕

a キャンビングテントの品目については, I

SO/D P6925,6940,お よび6941をヘース

として,付 帯意見をつけてT C83(体 育およ

びスポーツ用品)へ 答申することになりまし

た。 ISO/DPの 大幅な修正は困難でしょ

うが, 日本がTC鶴 /SC2へ 新規に加入全

録することにより,意 見を述べるチャンスは

あります。

b 次の新作業テーマは,1982年春(ベルリン)

に討議されますので,キ ャンパス,タ ーポリ

ンなどを使 う工事用シー ト,大 型テント並び

に Air Support Structure なとの品目につ

いての,日 本の具体果が準備できれば,提 案

できることになります。

B e d d i n g S I Z '格

マ ットレス

Bed一Base

(ベ ンド関係の品目)
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〔WG3関 係〕

a 布張り家具は,T C 136(家具)の 会議が

1981年1月28～30日スウエーデンで開かれま

すので,T C136へ日本の代表が出席するなら

ば'メ ントを託することは可能であります。

b 寝具類は,日 本案を提出する必要がある場

合には, 1 9 8 1 年5 月中旬までに提 案 で きま

す。

C 強制力E熱下のカーテン等の燃焼 に つ ヽヽ て

は,日 本の情報があれば,1981年 5月 中旬ま

でに提供することができます。

S5,今 後の国内対策について

(い 国内 CCFTと の連携活動

ISOへ 参加している主要国は,関 連するTC

の代表の間で緊密な連絡をとりながら,そ れぞれ

の会議で活動しているように感ぜられます。特に

繊維の如く多分野に二って使用されている材料に

ありましては,T C38/S C19(繊 維製品の燃焼

挙動)の 範囲だけでは, ISOの 舞台での応接に

後手をとるおそれがあると思われますので,国 内

CCFTを 活用することが効果的といえます。

a T C83(体 育およびスポーツ用品)

T C83には, 日本は,0メ ンパーとして参力E

してヽヽますが, SC2(キ ャンピングテント)

には未登録で審議団体もありませんから,現 状

ではT C38/S C19/WG4の みでは後手に廻

る可能性は大でしょう。

b 産業資材用機維

ョーヒー ・ブレークのひととき

立っている人はWC3の 議長 D「

Mehrmann坐 っている右側の人は

VヽG 4の  COnC■or Mi ChrisFian

―- 10 -―

工事用シート,大型テントおよびAlr SurpOrt

Structureな ど, キヤンバス,お よびターポリ

ンを使う品目は,建 築材料(T C92),車 両用材

料,並 びに消防法にも跨っておりますので, 日

本案を提案する必要があるときは,連 絡協議の

必要性がありましょう。

C 家具のT C136と の連携

布張り家具および寝具 ((Bed Baseを合む)

などは,T C38と T C136の 両方で審議が行わ

れますのでこれも連絡協議は必要となります。

修)国 内規格 と IS0

a 日本の」I S L 1091(繊維製品の燃焼性

試験方法)の 英訳は,以 前にT C38/S C19

へ提出してあるとのことですが,現 行の45度

法をISOの 規格として加えることの必要性

の有無,ま た提案する手順および時期等につ

いて考え方を統一しておく必要があります。

b  I S O の 試案 となってヽヽるI S O / D P

6925,6940,お よび6941が近い将来合意に達

して国際規格になった場合を想定しますと,

技術協定上は直ぐに国内の強制規格および任

意規格を変更する義務はないとしても,国 際

規格と国内規格の対比 (換算の尺度)は 予め

検討しておくことも必要となります。

13)業 界の活動

最初の部分で申しましたように, ISOの 性格

は 「非政府機関」であります。したがいまして行

防炎ニュース No 65(昭 和56年 2月 )



政官庁 (たとえば消防庁)が ,党 頭に立って主導

するものではありません。むしろ業界の関係者の

方が,技 術水準あるいは貿易収支の面を合めて,

より関心が高ヽヽと思ヽヽます。

消防機関の立場からしますと,国 民の生命およ

び財産を火災から守るという使命 がありますの

で,国 際規格の内容が, 日本の特殊性を考慮した

場合, 日本国民の生命保護の見地から適当である

かどうかが主たる関心事となります。

また,防 炎に関係する国内業界の方の全てが国

産品を扱っているのではなく,消 防庁長官が認定

する輸入販売業者にも防炎行政の一端を担ってい

ただいているわけでありまして,ま さに現在の防

炎は国際化しております。国際競争力をつけると

いうことが叫ばれていますが,国 内業界で外国の

防炎に関する諸規格を研究され, ISoの 場で活

躍されることを切望する次第であります。

S6.ISO会 議出席の感想

(1)Pメ ンパーとして出席する限り,常 に日本の

統一見解および規格案を持ってい く必要がある

と思います。

(2)主 要国は,繊 維の燃焼問題に限っても,既 に

自国の強制規格,任 意規格を整えつつあり,ガ

ットの技術協定対策は着々と進んでいると思わ

れます。

(〕 日本東を強調する場合は,国 内CCFTで 間

題点を十分に詰め,ま た他のTCへ の布石も打

った上で出席することが大切です。たとえば,

T C38/S C19 1つ では,後 手に廻ると思い

ます。また,特 定の団体のみで,関 連するTC

へ全部出席することも不可能に近いので,や は

り国内CCFTを 活用 して重点的に出席するこ

BSIの 会議センターの前にて筆者

とが大切でしょう。

(1)ISOと て必ずしも中立的な偶像化された機

構ではなく,各 国代表によるかけひきもあるよ

うに思われます。

(5)最 後に,T C38/S C19/WG4会 議の召集

者 (COnvenOr)の Mr Chrlstianは,英 国内務

省消防庁の監察官 (InspectOrate)であり, 日

本の消防庁から同業者が来たと心から喜んでく

ださり,ま た。会議の合間に英国の消防法の資

料を紹介してくださるなど親切にされたことを

感謝しております。

<注 記>

ISO会 議で配布されました資料類は防炎協会

にありますので,利 用下さい。

防 炎 加 工 剤 は お任 せ 下
カーテンの       

さ い /

暗  幕  の i畳  超  縁 }消

防 法 ,建 築 基 準 法 に

道 合 す る加 Iは

伝 読 とイ言用 を持る     r l o n ― n e rノン ネ雰
艦走 番 号   4405

440:4-4406216--44070

丸 菱 油 化 工 業 株 式 会 社
本 社 ・工 場 /大   阪 ・ 東   京 ・ 名 古 屋 ・福   山 ・ 各営業所
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資 料 編

1‐ WG 3の 出席者 リス ト

(WG 4は 数人を除いて殆んど同じため省略する)。

CHAIRMAN

Dr L Mchrmani   Observer OF CIRFS,Ceneva

BELCIUヽ 1

M i  M  V e r f測拒 4 s s o dれ側 面 bt t c  d e s  t l s s e u純 ね内 調 ぃ d t I S S u S  r a mЫ e m証 ;  

 |
K o r t r i j k

CANADA

Mr A Audet     Dominion Textiles L↓d;Molltrea1/QuCbec

Dr M Vヽilliams    OIltario Reserch Foundatlon, Mississauga/OntariO

DENMARK

Mrs M Wichfeld   Dansk Tcxtitute rnstittlte, Tastrup

FINLAND

Mis B L Iriara    TechlliaI Research Centic Of Finland i EsPoD

FRANCE

Mr M A Ca■■epin  lnstilut Textile de FraIIce, Bo■ 10gnc‐Blllancourt

GERMANY,FR

Di M Rieber     Hccchst AC;Frankfurt/Main

Dr A Rook        Bundesanstalt Ftr MaterialpruFung i Bcrlin

」APAN

【ヽr K Kobayashi  Ministry of HOme Affairs,The Fire‐DeFence Agency,Assitant Directore oF Firc

Preventioll Divisi。■; TOkyo

Mr H Terasati     Japan Fire Rctardant AsscciatiOn, Manager of PlaEning Divisio■ ; Toと yo

NORWAY

Mrs E Bergan     Forbrukerombudsmannen, Osio

Mrs A Hansen    Norsk Tekstilinstittttti Head of Dcpt , Oslo

SWEDEN

Dr A BerIIskiold   Swedish IIIsti,ute For Textitc Rcscarch t Goshenburg

SWITZERLAND

Dr L H Bcick     Du Pont de Nenours lnternatlonal S A; Cclleva

U K

Mr S D Christian  HOme OfFicet L6ndo■

Mr D Clegg       Dept Of Trade, COnsumcr SaFety Unit, London

Di F H Holmes    Shiriey lnstitute i Didesbury, Mallchestcr

U S A

Mr S M Warner    Observer fOr National Bょreau oF Sしandards, Ccntcr for Ftre Research i WVa‐

shin g t o■DC

IW S

Dr L Beniser      TechnicaI Centre,Ilkley/U K (representing alsO ↓he Standardards Ass∝ iatlon

oF New Zealand)

ISO/TC/136/SC 1/WC 4

Dr A Bernskibld    S、マediSh lnstitute for Tcxtile Research, Gothenburg

Secretariat of TC 38

Mr D H Woolllscrof`  British Standards lnstitution, Manchester

Secretattat oF WG 38/19/3

イヽrs R E Berger   Textil■orm im DIN Deutsches lnstitut fur Norrsung; Berlin
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2  テント関係資料

① 〔3719た No 4〕
Sagcr, B F, et alt “TeII↓age Fabric Exposure Triais"Shirley lnstitute Report(No 21/13/875;

July 1980)

② 〔38/19/4No 5〕

ASTM D13,52,07
“Standard SpccificatiOn for Flane Resistant 4ヽateriats  Used in Camping Tcntage" (DraFt)

ASTM (No 52-716 DraFt 3,Janvarly, 1980)

,  ③ 〔38/19/4No 8〕
“Canadia■Work on Flammability of Tentage Fabrics for Discussio■at Fiist lヽceting Of ISO/TC

38/賛/19/WC4ル

3  布張 り家具関係資料

《8)①盟皆盗老】倍r押を印 “ぃたTtt hi Ftlr前ばず'
Part l  Mcthods of Test for the lgnitabillty by Smokers' 【ヽatcrials OF Upholstered Composites

tor Seating

② 〔38/19/3 No 137〕

Australian Starldard t DR 80123, June 1980  
て` 4ethod of Test For the lgnitablll,y of Uph61Stered

Seating''

③ 〔38/19/3 No 138〕

Australian Stalldard:DR 80124 J  
ⅢFire Propagaいon oF Uph。lstered Scating OF the Low Fire

Hazard Type"

4  強制加熱関係資料

① 〔38/19/3N0 139〕oi〔TC 92/WC 4 No 374〕
T∝ hnical RepOrt TR 5657 “Fire Tcst――Reaction to Fire一Ignitability of B」1lding Materials"

② 〔38/19/3 No 140〕。i〔TC 92/WC 4 No 379〕
Tcchnical Report TR 5658 “Fire Test――Reac1lon to Fir"Speed of Flane of Building Maleriais
一Par1 1: Vertical Specimcn Posttioll''

6 

5 1SO以 外にロン ドンで入手 したもの

① 英国消防法の一部
Ⅲ
Fire Precautions Aci 1971"――Chapter 40

②  Cuides to the Fire Precantions Act 1971

l  Hoteis and Boarding houses

2  Factories

3  0ffiCcs, Shops and Railway Premises

③ 英国建築研究所の報告
Painer,KN,Paul,K T and Tay10r,W
!【Test specificatitlns for firc prOpcrtics oF bcdding and upholstered furni`ure''

Building Research Establishment RcpOrti(32),(K44)1979

① 英国内務省消防庁の様維 家具から出火した火災統計
`A statistical revie、マ Of ftres starting in tcxtiles cr furniture in dwelllllgs in the U■lted King,

dom"(1980)

④はW64の 召集者である英国消防庁監察官 Mr christianの好意により提供を受けたものである。
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